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(57)【要約】
【課題】金属化フィルムの巻き回し加工性に優れ、自己
回復機能の高い金属化フィルムコンデンサとその製造方
法、および、この金属化フィルムコンデンサを構成する
金属化フィルムを提供する。
【解決手段】複数の非蒸着スリットｓ、および非蒸着ス
リットｓ間に介在するヒューズ部ｆｓを備えた金属蒸着
膜２Ａ，２Ｂと、ポリフッ化ビニリデン（PVDF）製の誘
電体フィルム１Ａ，１Ｂと、からなる２つの金属化フィ
ルム３Ａ，３Ｂが重ね合わされ、巻き回されて形成され
る、巻回し型の金属化フィルムコンデンサ１００に適用
される金属化フィルム３Ａ，３Ｂであって、金属化フィ
ルム３Ａ，３Ｂは、巻き回し方向Ｌに直交する断面形状
が、傾斜した山部Ｙと谷部Ｔが連続した形状を成してお
り、複数の金属化フィルム３Ａ，３Ｂの山部Ｙ同士が対
応し、谷部Ｔ同士が対応して積層されている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の非蒸着スリット、および非蒸着スリット間に介在するヒューズ部を備えた金属蒸
着膜と、ポリフッ化ビニリデン（PVDF）製の誘電体フィルムと、からなる２つの金属化フ
ィルムが重ね合わされ、巻き回されて形成されている金属化フィルム柱体と、
　前記金属化フィルム柱体の２つの電極取り出し面に形成されている金属溶射部と、
　それぞれの前記金属溶射部に接合されている外部引き出し端子と、からなり、
　前記金属化フィルムは、巻き回し方向に直交する断面形状が、傾斜した山部と谷部が連
続した形状を有しており、
　複数の前記金属化フィルムの山部同士が対応し、谷部同士が対応して積層されている、
金属化フィルムコンデンサ。
【請求項２】
　前記山部の水平線からの傾斜角度θが60度以上である請求項１に記載の金属化フィルム
コンデンサ。
【請求項３】
　ポリフッ化ビニリデン（PVDF）製の誘電体フィルムの表面に、複数の非蒸着スリット、
および非蒸着スリット間に介在するヒューズ部を備えた金属蒸着膜を形成して金属化フィ
ルム中間体を製作し、
　前記金属化フィルム中間体に対し、該金属化フィルム中間体が巻き回し方向に直交する
断面形状を、傾斜した山部と谷部が連続した形状にして金属化フィルムを製作する第１の
ステップ、
　２つの前記金属化フィルムを、山部同士を対応させ、谷部同士を対応させて積層し、巻
き回して金属化フィルム柱体を製作する第２のステップ、
　前記金属化フィルム柱体の２つの電極取り出し面に金属溶射部を形成し、該金属溶射部
に外部引き出し端子を接合して金属化フィルムコンデンサを製造する第３のステップから
なる、金属化フィルムコンデンサの製造方法。
【請求項４】
　複数の非蒸着スリット、および非蒸着スリット間に介在するヒューズ部を備えた金属蒸
着膜と、ポリフッ化ビニリデン（PVDF）製の誘電体フィルムと、からなる２つの金属化フ
ィルムが重ね合わされ、巻き回されて形成される、巻回し型の金属化フィルムコンデンサ
に適用される金属化フィルム積層体であって、
　前記金属化フィルムは、巻き回し方向に直交する断面形状が、傾斜した山部と谷部が連
続した形状を有しており、
　複数の前記金属化フィルムの山部同士が対応し、谷部同士が対応して積層されている金
属化フィルム積層体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金属化フィルムコンデンサと、金属化フィルムコンデンサの製造方法、およ
びこの金属化フィルムコンデンサに適用される金属化フィルム積層体に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　たとえば車両用のインバータ回路等には耐電圧が高く、温度特性や周波数特性に優れた
金属化フィルムコンデンサが適用されている。従来の金属化フィルムコンデンサは、金属
化フィルムを巻き回してなる巻回し型のものが一般的であり、さらには、コンデンサの絶
縁破壊状態を解消する自己回復機能を備えたものも開発されている。その構成を図７，８
を参照して説明する。
【０００３】
　図７には、二種類の金属化フィルムｃ１、ｃ２を示している。一方の金属化フィルムｃ
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１は、誘電体フィルムａ１と、非蒸着スリットｓと絶縁マージンｍｇを備えた金属蒸着膜
ｂ１とから構成されており、他方の金属化フィルムｃ２も同様に、誘電体フィルムａ２と
、非蒸着スリットｓと絶縁マージンｍｇを備えた金属蒸着膜ｂ２とから構成されており、
金属化フィルムｃ１、ｃ２は、絶縁マージンｍｇを相互に反対側に備えている。
【０００４】
　金属化フィルムｃ１、ｃ２を構成する金属蒸着膜ｂ１、ｂ２においては、複数の非蒸着
スリットｓが間隔を置いて形成され、非蒸着スリットｓの端部間には幅の狭いヒューズ部
ｆｓが形成され、各非蒸着スリットｓで包囲された複数のセグメントｓｇに分割されてい
る。
【０００５】
　金属化フィルムｃ１、ｃ２を双方の絶縁マージンｍｇが積層方向で一致しないように積
層して二枚一対の金属化フィルムｄを形成し、この二枚一対の金属化フィルムｄを図８で
示すように巻き回すことによって金属化フィルム柱体Ｋが形成される。さらに、金属化フ
ィルム柱体Ｋの両端の二つの電極取り出し面には金属溶射部ｅ（メタリコン電極）が形成
され、この金属溶射部ｅにはんだ層ｇを介して外部引き出し端子ｆ（バスバー）が接続さ
れることにより、金属化フィルムコンデンサＣが形成される。
【０００６】
　なお、特許文献１には、図７で示すように、非蒸着スリットおよび絶縁マージンを備え
た金属蒸着膜と誘電体フィルムとから構成される金属化フィルムと、絶縁マージンのみを
備えた金属蒸着膜と誘電体フィルムとから構成される金属化フィルムとを積層して二枚一
対の金属化フィルムを構成し、この二枚一対の金属化フィルムを積層もしくは巻き回すこ
とによって形成される金属化フィルムコンデンサが開示されている。
【０００７】
　金属化フィルムｃ１、ｃ２において、金属蒸着膜ｂ１、ｂ２のうち、絶縁マージンｍｇ
と反対側の端部は金属溶射部ｅと接し、一方で絶縁マージンｍｇのある端部は当該絶縁マ
ージンｍｇによって金属溶射部ｅとの接触が遮断されている。また、金属蒸着膜ｂ１、ｂ
２のうちで金属溶射部ｅに密着している端部は、電極接触を保証するために他の部位より
も厚めのいわゆるヘビーエッジとなっており、たとえば、金属蒸着膜の一般部の厚みが数
十nm程度である場合に、ヘビーエッジの厚みはその倍程度に調整されている。なお、金属
化フィルムコンデンサＣがさらに不図示のケース内に収容され、ケース内に形成された不
図示のモールド樹脂体にて封止された構造のものも一般的である。
【０００８】
　金属化フィルムｃ１、ｃ２を構成する金属蒸着膜ｂ１、ｂ２においては、金属蒸着膜ｂ
１、ｂ２が複数の非蒸着スリットｓで包囲された複数のセグメントｓｇに分割されるもの
の、非蒸着スリットｓの間にヒューズ部ｆｓ（この部分は蒸着部分である）が存在してい
ることにより、ヒューズ部ｆｓを介して隣接するセグメントｓｇ同士が電気的に導通可能
な状態となっている。
【０００９】
　ヒューズ部ｆｓはあるセグメントｓｇが絶縁破壊状態となった際にこのセグメントｓｇ
と隣接するセグメントｓｇの導通を遮断する機能を備えている。すなわち、あるセグメン
トｓｇにおける誘電体が欠損等することで絶縁破壊が生じ、下層のセグメントｓｇと導通
してしまう絶縁破壊が生じると、ヒューズ部ｆｓを介して絶縁破壊状態のセグメントｓｇ
に流入する電流量が増加する。
【００１０】
　ヒューズ部ｆｓを流れる電流量が増加することによってヒューズ部ｆｓの温度が上昇し
てヒューズ部ｆｓの金属蒸着膜が蒸発飛散し、結果として絶縁破壊状態のセグメントｓｇ
は隣接するセグメントｓｇから隔離される。このように、絶縁破壊状態にあるセグメント
ｓｇを隣接するセグメントｓｇから隔離してフィルムコンデンサの絶縁破壊状態を解消す
る機能が自己回復機能である。
【００１１】
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　上記自己回復機能を保証するに当たり、金属化フィルム間のガス抜け性の確保が重要と
なる。ここで、金属化フィルム間の「ガス」とは、絶縁破壊部の誘電体フィルムと金属蒸
着膜が蒸散して発生する高温のガスを意味している。上下のフィルム同士が接触し、密着
度が高い状態においてガスが発生すると、ガスが十分に抜けずに滞留し、滞留ガスは局所
的にさらに高温化し、フィルムを溶融しながらショートに至り得る。
【００１２】
　ここで、図９を参照して絶縁破壊時に発生するガスが十分に抜けずに滞留することを説
明する。同図で示すように、絶縁破壊部ＺＨにおいてヒューズ部が溶断した際に発生した
ガスＧａは、絶縁破壊部ＺＨの側方の誘電体フィルムと金属蒸着膜の密着部Ｍによって側
方へ抜け出ることが遮られ、絶縁破壊部ＺＨ付近で滞留するものである。このガスの滞留
によって滞留ガスが局所的にさらに高温化し、積層している複数のフィルムを連続的に溶
融させ得る（いわゆる多層溶融）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２００４－２００５８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　ところで、当該技術分野においては金属化フィルムコンデンサの小型化が重要な解決課
題となっているが、金属化フィルムコンデンサの小型化を図るには、金属化フィルムの高
誘電率化が有効であり、そのための方策として、ポリフッ化ビニリデン（PVDF）にたとえ
ば高誘電率のフィラーが含有された素材からなる誘電体フィルムを適用する方策がある。
【００１５】
　しかしながら、ポリフッ化ビニリデン（PVDF）製の誘電体フィルムは摩擦係数が低いた
めに上記する絶縁破壊時に発生するガスによって膨らみ易く、この膨らんだ空間にガスが
溜まり、溜まったガスが十分に抜けずに滞留し易いことから、自己回復機能が低いといっ
た課題を有している。
【００１６】
　また、ポリフッ化ビニリデン（PVDF）製の誘電体フィルムは摩擦係数が低くて滑りやす
いことから、金属化フィルムコンデンサを形成し難いといった課題を有している。
【００１７】
　より具体的には、金属化フィルムを巻き回して金属化フィルム柱体を形成しようとした
際に、摩擦係数の低い誘電体フィルムが当該誘電体フィルムの幅方向（巻き回し方向と直
交する方向）に滑り易く、金属化フィルムの巻き回し加工が困難になるというものである
。
【００１８】
　本発明は上記する問題に鑑みてなされたものであり、自己回復機能の高い金属化フィル
ムコンデンサとその製造方法、および、巻き回し加工性に優れた金属化フィルム積層体を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　前記目的を達成すべく、本発明による金属化フィルムコンデンサは、複数の非蒸着スリ
ット、および非蒸着スリット間に介在するヒューズ部を備えた金属蒸着膜と、ポリフッ化
ビニリデン（PVDF）製の誘電体フィルムと、からなる２つの金属化フィルムが重ね合わさ
れ、巻き回されて形成されている金属化フィルム柱体と、前記金属化フィルム柱体の２つ
の電極取り出し面に形成されている金属溶射部と、それぞれの前記金属溶射部に接合され
ている外部引き出し端子と、からなり、前記金属化フィルムは、巻き回し方向に直交する
断面形状が、傾斜した山部と谷部が連続した形状を有しており、複数の前記金属化フィル
ムの山部同士が対応し、谷部同士が対応して積層されているものである。
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【００２０】
　本発明の金属化フィルムコンデンサは、ポリフッ化ビニリデン（PVDF）製の誘電体フィ
ルムを構成要素としながら、金属化フィルムの巻き回し方向（長手方向）に直交する断面
形状を、傾斜した山部と谷部が連続した形状とし、複数の金属化フィルムの山部同士を対
応させ、谷部同士を対応させて積層したことにより、絶縁破壊時に発生するガスによるガ
ス圧が金属化フィルムに作用した際に金属化フィルムが膨らみ難くなり、ガスの滞留が抑
制される結果、自己回復機能が高くなるものである。
【００２１】
　また、金属化フィルムの巻き回し時に誘電体フィルムがその幅方向に滑るのを山部と谷
部から構成される断面にて抑制するものである。
【００２２】
　金属化フィルムの断面形状が山部と谷部が連続した形状であることから、積層された金
属化フィルム同士がその幅方向にずれ難くなることに加えて、山部の水平線からの傾斜角
度がθの場合に、金属化フィルムをその幅方向に滑らそうとする力（ずらそうとする力）
が水平方向のcosθ倍となることにより、滑らそうとする力が低減される結果、金属化フ
ィルムが滑り難くなる。
【００２３】
　そして、このように金属化フィルムが滑り難くなることにより、金属化フィルムの巻き
回し加工性が良好になる。なお、補足的に説明すると、巻回し型の金属化フィルムコンデ
ンサゆえに、複数の金属化フィルムは巻き回し方向（長手方向）にはずれ難いことから、
金属化フィルムが幅方向（短手方向）にずれ難くなればその良好な巻き回し加工性が担保
されることになる。
【００２４】
　ここで、誘電体フィルムは、ポリフッ化ビニリデン（PVDF）のみから形成されるものの
他にも、ポリフッ化ビニリデン（PVDF）に強誘電体であるチタン酸バリウム(BTO: BaTiO)
等のフィラーが含有された素材から形成されるものであってもよい。
【００２５】
　また、前記山部の水平線からの傾斜角度θを60度以上とするのが好ましい。
【００２６】
　本発明者等によれば、金属化フィルムが良好な巻き回し加工性を有すること、および、
金属化フィルムコンデンサが良好な自己回復性を有すること、のためには、金属化フィル
ムの静止摩擦係数を0.8以上にするのがよいことが特定されている。
【００２７】
　ポリフッ化ビニリデン（PVDF）製の誘電体フィルムの静止摩擦係数が0.4程度であるこ
とも本発明者等によって特定されており、したがって、誘電体フィルムの滑り難さが2倍
になれば実質的に静止摩擦係数0.8の滑り難さに相当することになる。
【００２８】
　山部の水平線からの傾斜角度θを60度とした場合、金属化フィルムが側方にずれようと
する力は、cos60°=1/2となり、滑らそうとする力が1/2となることから、誘電体フィルム
の静止摩擦係数が0.4を2倍にしたことと実質的に同じになる。この試算結果より、山部の
水平線からの傾斜角度θを60度以上に規定している。
【００２９】
　また、２つの金属化フィルムを積層した後に金属化フィルムの断面形状を山部と谷部が
連続した形状に加工するのは実質的に困難であることから、金属化フィルムの断面形状を
山部と谷部が連続した形状に加工した後に、２つの金属化フィルムを積層することになる
。この場合、金属化フィルム同士の位置合わせ精度が0.5mm程度であることが特定されて
おり、したがって、山部の幅をこの位置合わせ精度0.5mm以上の幅に設定するのが望まし
い。
【００３０】
　また、本発明は金属化フィルムコンデンサの製造方法にも及ぶものであり、この製造方
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法は、ポリフッ化ビニリデン（PVDF）製の誘電体フィルムの表面に、複数の非蒸着スリッ
ト、および非蒸着スリット間に介在するヒューズ部を備えた金属蒸着膜を形成して金属化
フィルム中間体を製作し、前記金属化フィルム中間体に対し、該金属化フィルム中間体が
巻き回し方向に直交する断面形状を、傾斜した山部と谷部が連続した形状にして金属化フ
ィルムを製作する第１のステップ、２つの前記金属化フィルムを、山部同士を対応させ、
谷部同士を対応させて積層し、巻き回して金属化フィルム柱体を製作する第２のステップ
、前記金属化フィルム柱体の２つの電極取り出し面に金属溶射部を形成し、該金属溶射部
に外部引き出し端子を接合して金属化フィルムコンデンサを製造する第３のステップから
なるものである。
【００３１】
　第１のステップでは、誘電体フィルムの表面に金属蒸着膜を形成して金属化フィルム中
間体を製作した後、たとえば、ジグザグ状の凹凸を備えた上下の回転ロール内に金属化フ
ィルム中間体を通過させることにより、傾斜した山部と谷部が連続した断面形状の金属化
フィルムを製作することができる。
【００３２】
　第２のステップでは、山部と谷部が連続した形状の断面を有する２つの金属化フィルム
を山部同士を対応させ、谷部同士を対応させて積層し、巻き回すことで金属化フィルム柱
体を製作する。
【００３３】
　この巻き回しにおいては、既述するように、積層された金属化フィルム同士がずれ難く
なることに加えて、金属化フィルムを幅方向に滑らそうとする力が低減されることにより
、良好な巻き回し加工性が得られ、効率的で高精度な巻き回し加工が実現される。
【００３４】
　第３のステップでは、金属化フィルム柱体の電極取り出し面にアルミニウムや亜鉛等を
溶射して金属溶射部を形成する。
【００３５】
　さらに、形成された金属溶射部の表面に、棒状や板状のバスバーなどからなる外部引き
出し端子をはんだ層を介して接続等することにより、金属化フィルムコンデンサが製造さ
れる。
【００３６】
　また、本発明は金属化フィルム積層体にも及ぶものであり、この金属化フィルム積層体
は、複数の非蒸着スリット、および非蒸着スリット間に介在するヒューズ部を備えた金属
蒸着膜と、ポリフッ化ビニリデン（PVDF）製の誘電体フィルムと、からなる２つの金属化
フィルムが重ね合わされ、巻き回されて形成される、巻回し型の金属化フィルムコンデン
サに適用される金属化フィルム積層体であって、前記金属化フィルムは、巻き回し方向に
直交する断面形状が、傾斜した山部と谷部が連続した形状を有しており、複数の前記金属
化フィルムの山部同士が対応し、谷部同士が対応して積層されているものである。
【００３７】
　本発明の金属化フィルム積層体によれば、その構成要素である各金属化フィルムの断面
形状が山部と谷部が連続した形状を有していることにより、金属化フィルム積層体を巻き
回し加工する際に双方の金属化フィルムがずれ難いことから、巻き回し加工性が良好にな
る。なお、製造工程中にヒューズ部にクラックを生じさせ難くする観点から、金属化フィ
ルム積層体におけるヒューズ部の位置は、山部や谷部の頂部ではなく、傾斜面上にあるこ
とが好ましい。また、放熱性の観点から、一つの面においてヒューズ部が一列配設されて
いるのが好ましい。
【発明の効果】
【００３８】
　以上の説明から理解できるように、本発明の金属化フィルムコンデンサとその製造方法
、および金属化フィルム積層体によれば、ポリフッ化ビニリデン（PVDF）製の誘電体フィ
ルムを構成要素としながら、金属化フィルムの巻き回し方向に直交する断面形状を、傾斜
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した山部と谷部が連続した形状とし、複数の金属化フィルムの山部同士を対応させ、谷部
同士を対応させて積層したことにより、金属化フィルムの巻き回し時の良好な巻き回し加
工性が保証され、金属化フィルムコンデンサの自己回復機能を高くすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の金属化フィルムコンデンサの製造方法の第１のステップを説明した模式
図であって、製作されたフィルム中間体を示した図である。
【図２】図１に続いて金属化フィルムコンデンサの製造方法の第１のステップを説明した
模式図であり、（ａ）は金属化フィルムの製作方法を説明した図であり、（ｂ）は（ａ）
のｂ矢視図である。
【図３】製作された金属化フィルムを示した模式図である。
【図４】金属化フィルムコンデンサの製造方法の第２のステップを説明した模式図であっ
て、２つの金属化フィルムを積層する状況を示した図である。
【図５】図４に続いて金属化フィルムコンデンサの製造方法の第２のステップを説明した
模式図であって、積層された金属化フィルムを巻き回しする状況を示した図である。
【図６】金属化フィルムコンデンサの製造方法の第３のステップを説明した模式図であっ
て、製造された金属化フィルムコンデンサを示した図である。
【図７】従来の金属化フィルムコンデンサを構成する２枚の金属化フィルムを積層する前
の状態を示した模式図である。
【図８】従来の金属化フィルムコンデンサの実施の形態を示した縦断面図である。
【図９】従来の金属化フィルムコンデンサの一部が絶縁破壊し、発生したガスが滞留して
いる状態を説明した図である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　以下、図面を参照して本発明の金属化フィルム、金属化フィルムコンデンサとその製造
方法の実施の形態を説明する。
【００４１】
（金属化フィルム、金属化フィルムコンデンサとその製造方法の実施の形態）
　図１，２はその順に本発明の金属化フィルムコンデンサの製造方法の第１のステップを
説明した模式図であり、図３は製作された金属化フィルムを示した模式図である。また、
図４，５はその順に金属化フィルムコンデンサの製造方法の第２のステップを説明した模
式図であり、図６は金属化フィルムコンデンサの製造方法の第３のステップを説明した模
式図であって、製造された金属化フィルムコンデンサを示した図である。
【００４２】
　まず、ポリフッ化ビニリデン（PVDF）製の誘電体フィルム１Ａ’、１Ｂ’の表面にそれ
ぞれ、金属蒸着膜２Ａ’、２Ｂ’を形成して金属化フィルム中間体３Ａ’、３Ｂ’を製作
する。
【００４３】
　金属化フィルム中間体３Ａ’は、誘電体フィルム１Ａ’と、非蒸着スリットｓおよび絶
縁マージンｍｇを備えた金属蒸着膜２Ａ’とから構成されており、他方の金属化フィルム
中間体３Ｂ’も同様に、誘電体フィルム１Ｂ’と、非蒸着スリットｓおよび絶縁マージン
ｍｇを備えた金属蒸着膜２Ｂ’とから構成されており、絶縁マージンｍｇが相互に反対側
に配設されたものである。
【００４４】
　金属蒸着膜２Ａ’、２Ｂ’のうち、非蒸着スリットｓやヒューズ部ｆｓを具備するスリ
ット形成領域ＶＡはいわゆるパターン蒸着にて誘電体フィルム１Ａ’、１Ｂ’の表面にそ
れぞれ形成され、非蒸着スリットｓやヒューズ部ｆｓを具備しないスリット非形成領域Ｎ
Ａはいわゆるベタ蒸着にて誘電体フィルム１Ａ’、１Ｂ’の表面にそれぞれ形成される。
なお、非蒸着スリットｓのパターン形状は図示例に何等限定されるものではなく、多様な
パターン形状が適用可能である。
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【００４５】
　誘電体フィルム１Ａ’，１Ｂ’は、上記するようにポリフッ化ビニリデン（PVDF）から
形成されるが、より詳細には、ポリフッ化ビニリデン（PVDF）のみから形成されるものの
他にも、ポリフッ化ビニリデン（PVDF）に強誘電体であるチタン酸バリウム(BTO: BaTiO)
等のフィラーが含有された素材から形成できる。
【００４６】
　また、金属蒸着膜２Ａ’，２Ｂ’は、アルミニウムや亜鉛などを誘電体フィルム１Ａ’
，１Ｂ’の表面に蒸着することで形成される。
【００４７】
　金属化フィルム中間体３Ａ’、３Ｂ’を構成する金属蒸着膜２Ａ’、２Ｂ’のスリット
形成領域ＶＡにおいては、複数の非蒸着スリットｓが間隔を置いて形成され、非蒸着スリ
ットｓの端部間には幅の狭いヒューズ部ｆｓが形成され、各非蒸着スリットｓで包囲され
た複数のセグメントｓｇに分割されている。
【００４８】
　次に、図２（ａ），（ｂ）で示すように、複数の回転ロールＲを備え、ジグザグ状の凹
凸を備えた上下の回転ロールＰＲ１，ＰＲ２を備えた製造装置に金属化フィルム中間体３
Ａ’を移動させ（Ｘ１方向）、回転ロールＰＲ１，ＰＲ２内に金属化フィルム中間体３Ａ
’を通過させることにより、図３で示すように巻き回し方向Ｌに直交する断面形状がジグ
ザグ状の金属化フィルム３Ａを製作する。なお、金属化フィルム中間体３Ｂ’も同様の方
法によって金属化フィルム３Ｂが製作される。
【００４９】
　図３において、誘電体フィルム１Ａと金属蒸着膜２Ａから構成される金属化フィルム３
Ａは、巻き回し方向Ｌに直交する断面形状が、傾斜した山部Ｙと谷部Ｔが連続した形状を
呈している。
【００５０】
　ここで、山部Ｙの水平線からの傾斜角度θは60度以上に設定されており、山部Ｙの幅ｔ
は0.5mm以上に設定されている（以上、第１のステップ）。
【００５１】
　次に、図４で示すように、２つの金属化フィルム３Ａ，３Ｂを、山部Ｙ同士を対応させ
、谷部Ｔ同士を対応させて積層し、図５で示すように金属化フィルム積層体４を構成し、
金属化フィルム積層体４を巻き回す。
【００５２】
　この巻き回しに当たり、巻き回し力Ｐで金属化フィルム積層体４を巻き回すと、金属化
フィルム積層体４には、巻き回し方向Ｌに直交する金属化フィルム積層体４の幅方向へ、
金属化フィルム３Ａ，３Ｂを滑らそうとする力Ｆが作用する。
【００５３】
　しかしながら、金属化フィルム３Ａ，３Ｂの断面形状がジグザグ状であることから、積
層された金属化フィルム３Ａ，３Ｂ同士がその幅方向にずれ難くなる。
【００５４】
　さらに、山部Ｙが水平線から傾斜角度θで傾斜していることから、金属化フィルム３Ａ
，３Ｂをその幅方向に滑らそうとする力Ｆが水平方向のcosθ倍となって（Ｆ’=Ｆcosθ
）低減される結果、金属化フィルム３Ａ，３Ｂは滑り難くなる。
【００５５】
　なお、軽減された金属化フィルム３Ａ，３Ｂを滑らそうとする力Ｆ’に対し、金属化フ
ィルム３Ａ，３Ｂ同士は摩擦力Ｆ”=μＦ’（μ：静止摩擦係数）で抵抗する。
【００５６】
　ここで、本発明者等によれば、金属化フィルム３Ａ，３Ｂが良好な巻き回し加工性と高
い自己回復機能を有するためには、金属化フィルム３Ａ，３Ｂの静止摩擦係数を0.8以上
にするのがよいことが特定されている。ポリフッ化ビニリデン（PVDF）製の誘電体フィル
ム１Ａ，２Ａにおいては静止摩擦係数が0.4程度である。したがって、誘電体フィルム１
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Ａ，２Ａの滑り難さが2倍になれば実質的に静止摩擦係数0.8の滑り難さに相当することに
なる。
【００５７】
　山部Ｙの水平線からの傾斜角度θを60度とした場合、金属化フィルム３Ａ，３Ｂが側方
にずれようとする力Ｆは、cos60°=1/2となり（Ｆ’=1/2×Ｆ）、滑らそうとする力Ｆ’
が1/2となることから、誘電体フィルム１Ａ，２Ａの静止摩擦係数が0.4を2倍にしたこと
と実質的に同じになる。
【００５８】
　金属化フィルム積層体４を巻き回すことにより、金属化フィルム柱体１０が製作される
（以上、第２のステップ）。
【００５９】
　この金属化フィルム柱体１０の両端の電極取り出し面に対し、アルミニウムや亜鉛など
からなる金属溶射部２０を形成し、形成された金属溶射部２０の表面に棒状や板状のバス
バーなどからなる外部引き出し端子４０をはんだ層３０を介して接続することにより、図
６で示すように、金属化フィルムコンデンサ１００が形成される（以上、第３のステップ
）。
【００６０】
　図示する金属化フィルムコンデンサ１００では、複数の金属化フィルム３Ａ，３Ｂが山
部Ｙ同士および谷部Ｔ同士で係合していることから、絶縁破壊時に発生するガスによるガ
ス圧が金属化フィルム３Ａ，３Ｂに作用した際に金属化フィルム３Ａ，３Ｂが膨らみ難く
なり、ガスの滞留が抑制される結果、自己回復機能が高くなる。
【００６１】
（金属化フィルムコンデンサの加工性と自己回復性を検証した実験とその結果）
　本発明者等は、金属化フィルムコンデンサの加工性と自己回復機能を検証する実験をお
こなった。以下、表１に、実施例1～3と比較例1～3の仕様と、加工性および自己回復性に
関する実験結果を示す。
【００６２】
[表１]
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【００６３】
　表１において、「断面形状ジグザグ」とは、山部と谷部が連続した形状を意味している
。また、「山部の角度」とは、金属化フィルムコンデンサの山部の水平線からの傾斜角度
を意味している。また、「山部の範囲」における「全面」とは、複数の山部と谷部が連続
し、断面の全てが山部の水平線に対して傾斜していることを意味している。また、加工性
の判断基準として、規定された位置精度で金属化フィルムを素子化できた場合を○とし、
素子化できなかった場合を×としている。また、自己回復性の判断基準として、完成品に
電圧印加し、金属化フィルムに絶縁破壊を生じさせた際に金属蒸着膜のヒューズが作用し
て絶縁回復した場合を○、絶縁回復しなかった場合を×、熱負荷次第で絶縁回復の有無が
生じる場合を△としている。
【００６４】
　表１より、実施例1、2では、加工性、自己回復性ともに良好な結果が得られている。
【００６５】
　また、実施例3では、加工性は良好なものの、実施例1、2に比して山部の角度が小さい
ことから金属化フィルムが若干滑り易くなる結果、熱負荷次第で絶縁回復の有無が生じた
。
【００６６】
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　一方、比較例1は加工性、自己回復性ともに良好であるものの、体格が大きくなり過ぎ
るため、金属化フィルムコンデンサの小型化の要請に対応できない。
【００６７】
　比較例2は巻き回し加工時に金属化フィルムが滑り過ぎて加工性が不良であり、比較例3
は金属化フィルム間の隙間が不足して自己回復性が不良であった。
【００６８】
　本実験結果より、本発明の金属化フィルムコンデンサが、加工性と自己回復性の双方に
優れていることが実証されている。また、山部の角度を60度以上に設定するのが望ましい
ことが実証されている。
【００６９】
　以上、本発明の実施の形態を図面を用いて詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形
態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における設計変更等があっ
ても、それらは本発明に含まれるものである。たとえば、「山部の範囲」に関し、断面形
状が一つの山部と一つの谷部が連続した形状であってもよい。
【符号の説明】
【００７０】
　１Ａ、１Ａ’、１Ｂ、１Ｂ’…誘電体フィルム、２Ａ、２Ａ’、２Ｂ、２Ｂ’…金属蒸
着膜、３Ａ、３Ｂ…金属化フィルム、３Ａ’、３Ｂ’…金属化フィルム中間体、４…金属
化フィルム積層体、１０…金属化フィルム柱体、２０…金属溶射部（メタリコン、メタリ
コン電極）、３０…はんだ層、４０…外部引き出し端子（バスバー）、１００…金属化フ
ィルムコンデンサ、ｍｇ…絶縁マージン（空隙）、ｓ…非蒸着スリット、ｆｓ…ヒューズ
部、ｓｇ…セグメント、Ｙ…山部、Ｔ…谷部

【図１】 【図２】
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